
【加算】

　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

111円 221円 332円

221円 442円 663円

介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ

※2021年9月まで新型コロナウイルス感染症への対応特例的加算　基本単位合計に0.1％が加算されます。

「利用者負担金」原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割から3割の額です。ただし、

介護保険支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

3,899円

7,787円

12,355円

25,956

利用者負担

（3割）

加算額

2,210円 221円 442円 663円

利用者負担

（2割）

利用者負担（3割）

889円

902円

952円

利用者負担（3割）

利用者負担（2割）

訪問型サービス

週1回程度

（月4回まで）

週1回のサービスを行った場合

（要支援1・要支援2）
297円 593円

サービス名称 サービス内容 基本利用料 利用者負担（1割）

円/回

601円

訪問型サービス

週2回を超える

（月9～12回までま

で）

週2回を超える程度のサービスを

行った場合

（要支援2のみの利用者対象）

318円 635円3,171

利用者負担（2割）

＜1回単位での利用料＞

＜月単位での利用料＞

サービス名称 サービス内容 基本利用料 利用者負担（1割）

訪問型サービス

週2回程度

（月5～8回まで）

週2回のサービスを行った場合

（要支援2）
301円

【基本部分】※身体介護及び生活援助

円/回2,961

円/回3,005

令和3年4月1日現在

週1回程度で4回を超える場合

（要支援1・要支援2）
1,300円 2,599円

訪問型サービス

週2回を超え12回

を超える場合）

週2回を超え12回を超える場合

（要支援2のみの利用者対象）
4,119円 8,237円41,183 円/月

訪問型サービス

（週2回程度で8回

を超える場合）

週1回程度で8回を超える場合

（要支援1・要支援2）
2,596円 5,192円円/月

円/月12,994

ヘルパーステーションこだま第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当サービスの利用料

介護職員処遇改

善加算Ⅰ

介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基

準を超えた場合

13.7％～5.5％

13.7%

初回加算
新規契約を行った方、または前回サービスから

2ヶ月以上の期間があいた方

生活機能向上連携加算Ⅱ 2,210円

生活機能向上連携加算Ⅰ 1,105円

加算の種類 加算の要件
基本料金

利用者負担

（1割）

訪問型サービス

（週1回程度で4回

を超える場合）



【基本部分】※生活援助

【加算】

　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ

※2021年9月まで新型コロナウイルス感染症への対応特例的加算　基本単位合計に0.1％が加算されます。

「利用者負担金」原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割から3割の額です。ただし、

介護保険支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

介護職員処遇改善

加算Ⅰ

介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基

準を超えた場合
13.7%

663円

13.7％～5.5％

初回加算
新規契約を行った方、または前回サービスか

ら2ヶ月以上の期間があいた方
2,210円 221円 442円

ヘルパーステーションこだま第1号訪問事業・訪問緩和型サービス利用料

利用者負担（2割）

＜1回単位での利用料＞

サービス名称 サービス内容 基本利用料 利用者負担（1割） 利用者負担（3割）

令和3年4月1日現在

緩和型サービス

週2回程度

（月5～8回まで）

週2回のサービスを行った場合

（要支援2）
279円 557円

緩和型サービス

週1回程度

（月4回まで）

週1回のサービスを行った場合

（要支援1・要支援2）
276円2,751 円/回

2,784 円/回

551円

訪問型サービス

週2回を超える

（月9～12回までまで）

週2回を超える程度のサービスを

行った場合

（要支援2のみの利用者対象）

1,208円 2,416円12,077 円/月

294円 588円2,939 円/回

利用者負担（2割）

＜月単位での利用料＞

サービス名称 サービス内容 基本利用料 利用者負担（1割）

38,299

加算の種類 加算の要件
基本料金

利用者負担

（1割）

円/月
緩和型サービス

週2回を超え12回を超

える場合）

週2回を超え12回を超える場合

（要支援2のみの利用者対象）

24,133 円/月

緩和型サービス

（週2回程度で8回を超

える場合）

週1回程度で8回を超える場合

（要支援1・要支援2）

緩和型サービス

（週1回程度で4回を超

える場合）

週1回程度で4回を超える場合

（要支援1・要支援2）

826円

836円

882円

利用者負担（3割）

11,490円

3,624円

7,240円

利用者負担

（3割）

加算額

7,660円

4,827円2,414円

3,830円

利用者負担

（2割）



【基本部分】※身体介護及び生活援助

【加算】

　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

109円 217円 326円

217円 434円 651円

介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ

※2021年9月まで新型コロナウイルス感染症への対応特例的加算　基本単位合計に0.1％が加算されます。

369円 554円
訪問型独自

短時間サービス

(上限22回まで）

サービスを行った場合

（事業対象者・要支援1・要支援2）
1,845 円/回 185円

ヘルパーステーションこだま　虹・東村山出張所　第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当サービスの利用料

13.7％～5.5％

介護職員処遇

改善加算Ⅰ

介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超

えた場合
13.7%

利用者負担（2割）

593円

訪問型サービス

週2回程度

（月5～8回まで）

週2回のサービスを行った場合

（要支援1・要支援2）
301円 601円

訪問型サービス

週1回程度

（月4回まで）

週1回のサービスを行った場合

（要支援1・要支援2）
297円2,961

3,005

円/回

＜1回単位での利用料＞

サービス名称 サービス内容 基本利用料 利用者負担（1割）

円/回

訪問型サービス

週2回を超える

（月9～12回まで

まで）

週2回を超える程度のサービスを行っ

た場合

（要支援2のみの利用者対象）

318円 635円3,171 円/回

41,183

訪問型サービス

（週2回程度で8

回を超える場合）

週1回程度で8回を超える場合

（要支援1・要支援2）
2,596円

利用者負担（2割）

訪問型サービス

（週1回程度で4

回を超える場合）

週1回程度で4回を超える場合

（要支援1・要支援2）
1,300円 2,599円円/月12,994

2,168円

初回加算
新規契約を行った方、または前回サービスから2ヶ月

以上の期間があいた方
2,210円

生活機能向上連携加算Ⅰ 1,084円
生活機能向上連携加算Ⅱ

952円

利用者負担（3割）

加算の種類 加算の要件
基本料金

＜月単位での利用料＞

訪問型サービス

週2回を超え12回

を超える場合）

週2回を超え12回を超える場合

（要支援2のみの利用者対象）
4,119円

サービス名称 サービス内容 基本利用料 利用者負担（1割）

円/月

円/月

25,956

令和3年4月1日現在

221円 442円 663円

3,899円

7,787円

12,355円

利用者負担

（3割）

加算額

利用者負担

（1割）

利用者負担

（2割）

8,237円

5,192円

利用者負担（3割）

889円

902円



「利用者負担金」原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割から3割の額です。ただし、

介護保険支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。


